
登
記
事
項
証
明
書
な
ど
の

請
求
に
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で

の
手
続
き
が
便
利
で
す

　

土
地
・
建
物
、
会
社
・
法
人
の
登
記

事
項
証
明
書
の
請
求
に
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
請
求
で
き
る
『
か

ん
た
ん
証
明
書
請
求
』
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
請
求
さ
れ
た
証
明
書
は
、
郵
送

の
ほ
か
、
最
寄
り
の
登
記
所
や
法
務
局

証
明
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
受
け
取
り

が
可
能
で
す
。

■
窓
口
請
求
よ
り
安
い
！

　

登
記
所
な
ど
の
窓
口
で
登
記
事
項
証

明
書
を
請
求
す
る
場
合
の
手
数
料
は

６
０
０
円
で
す
が
、『
か
ん
た
ん
証
明

書
請
求
』
を
利
用
し
た
郵
送
受
け
取
り

の
場
合
は
５
０
０
円
で
、
窓
口
受
け
取

り
の
場
合
は
４
８
０
円
で
す
。

■
自
宅
に
居
な
が
ら
！

　

手
数
料
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
モ
バ

イ
ル
）
バ
ン
キ
ン
グ
、
電
子
納
付
対
応

の
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
納
付
で
き
ま
す
。（
金
融

機
関
で
要
確
認
）

■
Ｗ
ｅ
ｂ
ブ
ラ
ウ
ザ
で
簡
単
！

　

登
記
・
供
託
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
シ
ス

テ
ム
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
簡
単
な
初
期

設
定
（
申
請
者
情
報
登
録
な
ど
）
を
行

う
だ
け
で
利
用
で
き
ま
す
。

『
登
記
・
供
託
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
シ
ス
テ
ム
』

　
http://w

w
w
.touki-kyoutaku-

online.m
oj.go.jp/

問�

鹿
児
島
地
方
法
務
局
総
務
課

　

☎
0
9
9
‐
2
5
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‐
0
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6
7

く
ら
し
の
掲
示
板

交通事故状況

区　分 発生件数 死　 者 傷　 者

県　下 7,437（－597） 65（－12） 8,797（－745）

大崎町 66（＋10） 1（－1） 80（＋16）

（��　）内は対前年比
平成28年12月末現在

早めのライト点灯、原則上向きライト点灯
　夕暮れ時には、周りの歩行者や車両に車
（自分）の存在を気付かせるため、日没30分
前にはライトを点灯して走行することを習慣
付けるとともに、夜間走行時は、歩行者や障
害物を早めに発見するため、対向車や直前を
走行する車両がないときは、上向きライトで
走行し、道路前方の安全をしっかり確認しな
がら事故防止に努めてください。

県
民
健
康
講
座
の
開
催

【
日
時
】　

２
月
25
日
（
土
）
13
時
～
16
時

【
場
所
】　

　

県
民
健
康
プ
ラ
ザ
健
康
増
進
セ
ン
タ
ー

　

健
康
科
学
館

【
内
容
】　

■
テ
ー
マ　

コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
と
心
臓
病

■
演
題
１　

 

狭
心
症
・
心
筋
梗
塞
と
生

活
習
慣
病

■
演
題
２　

 

最
近
の
糖
尿
病
治
療
薬
に

つ
い
て

■
演
題
３　

 

や
れ
ば
で
き
る
！
血
管
若

返
り
大
作
戦

※
そ
の
他
、各
種
相
談
会
も
あ
り
ま
す
。

【
申
込
】　

不
要

【
参
加
費
】　

無
料

【
そ
の
他
】　

車
で
お
越
し
の
際
は
、
鹿

屋
医
療
セ
ン
タ
ー
北
側
駐
車
場
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

問�
健
康
増
進
セ
ン
タ
ー
事
業
課

　

☎
0
9
9
4
‐
５
２
‐
0
0
5
2

鹿
児
島
県
の
最
低
賃
金

　

鹿
児
島
県
の
最
低
賃
金
（
地
域
別
最

低
賃
金
）
が
平
成
28
年
10
月
１
日
よ
り

時
間
額
７
１
５
円
に
改
正
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
は
県
下
の
全
て
の
労
働
者
に

適
用
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、別
に
定
め
る
特
定（
産
業
別
）

最
低
賃
金
の
産
業
に
該
当
す
る
場
合
は
、

当
該
最
低
賃
金
も
適
用
さ
れ
ま
す
。

【
最
低
賃
金
時
間
額
】　

７
１
５
円

【
効
力
発
生
日
】　

平
成
28
年
10
月
１
日

問�

鹿
児
島
労
働
局

　

☎
0
9
9
‐
２
２
３
‐
８
２
７
８

確
定
申
告
は
正
し
く
お
早
め
に

　

平
成
28
年
分
の
所
得
税
お
よ
び
復
興

特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
期
間
は
、
２

月
16
日
（
木
）
か
ら
３
月
15
日
（
水
）

ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
28
年
１
月
１
日
か
ら
12

月
31
日
ま
で
の
課
税
期
間
に
お
け
る
消

費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告

期
間
は
、
２
月
16
日
（
木
）
か
ら
３
月

31
日
（
金
）
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
な

ら
び
に
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税

は
、
納
税
者
自
身
が
所
得
金
額
や
税
額

を
正
し
く
計
算
し
て
納
税
す
る
申
告
納

税
制
度
を
採
用
し
て
い
ま
す
の
で
、
申

告
と
納
税
は
、
期
限
内
に
お
済
ま
せ
く

だ
さ
い
。

　

申
告
期
限
が
間
近
に
な
り
ま
す
と
、

申
告
相
談
会
場
は
大
変
混
雑
し
、
長
時

間
か
か
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
お

早
め
に
申
告
を
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
『
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
』
で
作
成

し
た
確
定
申
告
書
は
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
を
利

用
し
て
提
出
で
き
、
ま
た
印
刷
し
て
所

管
税
務
署
へ
郵
送
な
ど
に
よ
り
提
出
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利

用
く
だ
さ
い
。
詳
細
は
、
最
寄
り
の
税

務
署
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

問�

大
隅
税
務
署
総
務
課

　

☎
0
9
9
‐
4
8
2
‐
0
0
0
7

※�

自
動
音
声
で
『
２
』
を
選
択
し
て
く

だ
さ
い
。

日
曜
お
は
よ
う
セ
ミ
ナ
ー

　

医
療
法
人
玲
心
会
で
は
、
地
域
住
民

の
皆
さ
ん
の
医
療
・
介
護
に
関
す
る
知

識
を
深
め
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
に
セ

ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。

　

毎
月
、
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
で
一
般

の
方
を
対
象
に
健
康
に
関
す
る
お
話
を

さ
せ
て
い
た
だ
く
予
定
で
す
。
参
加
は

無
料
で
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

【
日
時
】

　

３
月
５
日
（
日
）　

10
時
～
11
時

【
場
所
】

　

は
る
び
ゅ
う
ク
リ
ニ
ッ
ク（
旧
建
物
）

　

大
崎
町
野
方
6
0
4
5
‐
１

【
テ
ー
マ
】

　

自
分
の
体
力
を
知
ろ
う
①

問�

サ
ン
セ
リ
テ
の
が
た

　

☎
0
9
9
‐
4
7
1
‐
0
0
8
8

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ
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